
自治基本条例をつくる会 会議概要 

第７０回会議 

開催日時 平成２１年１１月１１日（水）１８：３０～２１：００ 

開催場所 山陽小野田市役所 第２委員会室 

出席会員 １４ 名 

岩崎秀司、岩本信子、岡村啓二、河野朋子、木林紀生男、草田和枝、酒井敏正、 

杉本保喜、徳重洋子、林 芳久、平原廉清、山田義隆、弓取康英、若松勇輔 

事務局 副市長、企画課（主幹） 

協議概要 

１ 第６９回の会議概要について 

→ 承認。 

２ 協議事項 

※ 第一次素案の市長への中間報告について 

（会長、副会長から中間報告の内容を説明） 

・平成１９年４月２３日の諮問から第一次素案作成までの経緯を市長に報告。 

・第一次素案の特徴についての質問に対し、第７条（青少年及び子どもの権利）等 

のつくる会で特に力を入れたものを説明。 

・今後の日程について説明・・・つくる会としては、市長へ原案提出までに、より 

たくさんの方の意見を反映したいため、代表的な団体及び各中学校区での説明会 

を開催したいとの提案に、市長から、市内での活動団体はたくさんあるため、特 

定の団体のみ説明会を開催することは公平でないのではとの意見が出た。 

・協議の結果・・・中学校区単位での説明会とし、広報で「希望される団体に対し 

ては、出前講座のような説明会を開催する。」こととなる。 

・そのほか今後の作業日程等について報告をした。 

（つくる会で出された意見） 

・ 「素案説明会」→「意見交換会」としたほうが、良いのではないか？ 

・説明といえば一方的なイメージがあるので、「皆さんの意見を聞かせてください」 

という主旨で「意見交換会」が良いと考える。 ・・・ 「意見交換会」とする。 

・広報原稿に掲載する事項について 

１ 意見交換会の日時及び場所 

２ 資料が事前に必要な方へは、素案はＨＰに掲載すること、事前に配布可のこと 

３ 設定日時以外の意見交換会を希望は、期間を平成２１年１２月１４日～平成 

２２年１月３１日までとし、受付は平成２２年１月１５日までとすること。 

・人が集まらないのではないか？何らかの方法でアピールしたほうが良いのではない 

か？・・・市の開催する説明会等は、動員はしない方針である



・市の職員へも関心をもって欲しいので、職員は参加するように出来ないのか？ 

・・・職員へ「意見交換会」開催の周知は行うが、強制は出来ない。 

※ 今後の作業について 

・１１月１８日までに広報の原稿案を作成（事務局） 

・１１月１８日までにポスター、チラシの原稿案を作成（河野委員） 

・役割分担を次週から決めていく。 

・説明会は、資料のみとし、ＰＣは使用しないこととする。 

【次回の開催について】 

第７１回会議 ：平成２１年１１月１８日（水）１８：３０～第２委員会室


